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令和元年度第２回松阪地域医療構想調整会議 議事概要 

１ 日 時  令和２年３月５日（木）19：30～21：00 

２ 場 所  県松阪庁舎 大会議室 

３ 出席者  小林委員（議長）、石田委員、斎藤洋一委員、志田委員、長井委員、

長島委員、眞砂委員、三田委員、諸岡委員、櫻井委員、 

伊藤副院長（斎藤純一委員代理）、中井委員、中山委員、奥田委員、 

長野委員、小山委員、森本委員、西岡委員、大森委員、森岡委員 

４ 議 題  ・2025年に向けた具体的対応方針について 

       ・在宅医療体制の整備について 

       ・その他 

５ 内 容  

１ 2025年に向けた具体的対応方針について 

（１）公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証等について 

＜事務局から説明＞ 

○ 昨年９月に、国が各医療機関の診療実績を分析し、一定の基準に該当する

424 の公立・公的医療機関等を「再編統合について特に議論が必要な医療機

関」と位置づけ公表し、本県においても７病院が対象とされた。 

〇 しかし、この分析結果は、具体的対応方針の合意状況が反映されておらず、

また、分析手法が機械的で地域の実情を反映していないことから、地域の実

情を十分ふまえ、地域医療構想調整会議の合意結果を最大限尊重するよう国

に要望するとともに、県独自で国との意見交換会を開催し、地域の声を直接

国に伝えてきたところである。 

○ このような中、今年１月１７日に具体的対応方針の再検証等を要請する国

からの正式通知があり、再検証対象医療機関の具体的対応方針の再検証のほ

か、構想区域全体の医療提供体制の検証や一部の領域において要件に該当し

た公立・公的医療機関等への対応を求める内容となっている。 

○ 再検証対象医療機関については、要請の対象となるのは５病院であり、今

後具体的対応方針の再検討を要請していく。また、一部の領域について要件

に該当する公立・公的医療機関への対応については、本調整会議における具

体的対応方針の協議を国通知で求められる具体的対応方針の議論と位置付け

ることとする。（資料 1、参考資料 1、参考資料 2） 

＜質疑等なし＞ 
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（２）令和元年度具体的対応方針について 

＜事務局から説明＞ 

○ 2025年に向けた具体的対応方針については、昨年度末にとりまとめたとこ

ろであるが、具体的対応方針の病床ベースの合意率は、各構想区域によって

差はあるものの、県全体では約５割に留まっていることから、保留となった

医療機能については、繰り返し協議を行い、合意を図っていく必要がある。 

○ そのため、昨年度の取りまとめ以降の各医療機関における具体的対応方針

の変更を反映させた、令和元年度具体的対応方針（案）について協議を行う。 

○ 医療機能ごとの病床数に関する合意の目安は、昨年度と同様であり 2025年

に持つべき医療機能ごとの病床数については、医療機能ごとに可能な範囲で

合意するものとする。 

○ 松阪区域については、病床総数は 167 床過剰であり、全体的なスケールダ

ウンが必要である。３病院については、役割の明確化に取り組むにあたって、

「松阪市民病院の在り方検討委員会」の検討結果をふまえる必要があること

から、保留とする。 

○ また、定量的基準導入後の各医療機能の充足状況をみると、主に３病院が

担う高度急性期・急性期機能を除き、不足かほぼ過不足なしであることから、

合意とし、合意としない高度急性期・急性期病床については、毎年度、協議

を繰り返していく中で合意を図っていくこととする。 

○ なお、松阪中央総合病院の地域急性期については、第１回調整会議におい

て承認を受けた定量的基準の改定により、病床単位の小児入院医療管理料４

が算定されたものである。しかしながら、意見交換会において、実態に合わ

ないとの意見をいただいたところであり、県としても定量的基準については、

より実態に即したものとしていくことが必要と考えているため、改定も含め

検討したい。（資料 2-1、資料 2-2） 

＜主な質疑等＞ 

（議長） 

○ 具体的対応方針において、「３病院については、役割の明確化に取り組むに

あたって、「松阪市民病院の在り方検討委員会」の検討結果をふまえる必要が

あることから、保留とする。」とされているが、櫻井委員から在り方検討委員

会の検討状況をご報告いただけるか。 

（櫻井委員） 

○ 当院で長らく検討していた「第２次地域医療構想をふまえた松阪市民病院

の在り方検討委員会」について答申書が出されたので、その結論の部分を述
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べさせていただく。 

「 令和２年２月 13日 松阪市長 竹上 真人 様 

第２次地域医療構想をふまえた松阪市民病院の在り方検討委員会 

委員長 伊佐地 秀司 

平成 30年８月７日に松阪市長から依頼のあった『地域医療構想をふまえ

た松阪市民病院の在り方』について、次のとおり提言する。 

・ 今後ますます高齢化が進み、疾病構造が変化し、地域医療構想において

も地域急性期を含む回復期機能が不足すると見込まれている松阪区域に

おいて、地域包括ケアシステムを構築していくうえで、松阪市民病院は地

域包括ケア病床を中心とした病院に機能転換し、高度急性期、急性期、慢

性期、在宅医療等をつなぐ地域医療のかけ橋となるべきである。 

・ その際、職員の雇用を守り、松阪区域に医療関係者を確保し、医療水  

準を維持するとともに、地域の医療需要に持続的かつ安定的に応えてい 

くためには、松阪中央総合病院または、済生会松阪総合病院のいずれか 

を指定管理者とする指定管理者制度の活用が望ましい。        」 

これにいくつかの付帯条件が付いているが、このような答申が２月 13 日

に市長に提出された。 

今後、これに対して、市長の意見表明や議会の討議があり、その先がどう

なるかまだ見通せないところであるが、このような答申が出されているとこ

ろである。 

（議長） 

○ それでは、事務局から示された令和元年度具体的対応方針（案）について、

各委員了承いただけるか。 

《各委員から異議なし》 

（議長） 

○ 各委員から異議はないようなので、松阪構想区域として、事務局案を了承

とする。 

 

２ 在宅医療体制の整備について 

＜事務局から説明＞ 

○ 県の支援事業について、令和２年度予算において前年度と同程度の予算を

確保した。今後、県においては、各市町のめざすべき方向性・課題に沿った

取組が円滑に推進されるよう、個々の市町の状況に合わせた効果的な支援に
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取り組んでいく。 

○ 昨年度に引き続き、今年度も１月から２月にかけて各市町のヒアリングを

実施したところであり、各市町の在宅医療・介護連携に関する取組状況や課

題と今後の取組などについて報告する。（資料 3-1） 

○ また、これまで把握してきた各市町の在宅医療・介護連携に関する取組の

好事例について、初めて事例集としてとりまとめた。各市町の横展開につな

げられるよう、各事例の取組内容や取組推進のポイントなどをコンパクトに

まとめているので紹介する。（資料 3-2） 

＜質疑等なし＞ 

 

３ その他 

＜事務局から説明＞ 

○ 令和２年度地域医療構想調整会議のスケジュール（案）については、今年

度同様、意見交換会と調整会議を各２回開催する予定である。（参考資料 3） 

＜主な質疑等＞ 

○ スケジュールには載っていないが、来年度は医療計画の中間見直しの年度

であると同時に介護保険事業計画の策定の年度でもある。事項２で説明のあ

った在宅医療・介護連携、つまり地域包括ケアシステムの体制を整備してい

くうえでの地域医療構想であり調整会議であるので、スケジュールの中にも

書き込んでいただきたい。 

 

以上 


